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南極における遠隔操縦航空機システム（RPAS）1運用に関する環境ガイドライン（v1.1）2 

 

はじめに 

遠隔操縦航空機システム 2（RPAS）を使用することにより、一定の状況においては、環境

への影響を低減、あるいは回避することができる。こうした影響は、本システムを使用しな

ければ起こる可能性がある。また、本システムは、同じ目的で別の手段を使用する場合より

安全で、かつ物流面での支援の必要性を下げることも可能である。 

この南極における RPAS 運用に関する環境ガイドラインの目的は、現時点で利用可能な

最良の知識に基づくガイダンスを提供することによって、環境影響評価（EIA）要件の実現、

および RPAS使用に関する意思決定を支援することである。 

南極でシステムが機能停止したり遠隔操縦航空機（RPA）が行方不明になったり、あるい

はその両方が起きた場合、廃棄物が環境中に放出される可能性がある。騒音を発生させたり、

南極の野生生物の視界に入ったりすることを含めて、RPASの短期的および長期的影響は現

時点では十分に理解されておらず、また RPAS がどの程度まで環境に影響を及ぼし得るか

に関してもまだ確かではない。したがって、南極で RPAS を使用する場合は予防手段を講

ずるよう、同時に RPAS技術によって科学、物流、その他の面で多くの潜在的メリットを最

大限まで引き出すよう勧告する。 

EIA あるいは許認可手続きにおいて評価済みの特定の科学的あるいはその他の目的を達

成するためには、場合によって、意図的に動植物の近傍で本システムを運用することが望ま

しい場合もあると考えられる。南極の野生生物に対する RPAS の影響は、現時点では科学

                                                   
1 遠隔操縦航空機システム（RPAS）は、国際民間航空機関（ICAO）（2015）により“遠隔操縦航空機、関

連する遠隔操縦拠点、必要コマンドおよび制御リンク、およびその他機型設計に定められる構成要素”と定

義される。遠隔操縦航空機（RPA）は“遠隔操縦拠点から操縦される無人航空機”である。RPASは無人航

空機システム（UAS）の一分類であり、無人機（UAV）、無人航空機システム（UAS）、あるいは‘ドロー

ン’と称されることが多い。本ガイドラインでは RPASは遠隔操縦される全てのタイプのドローンシステム

を指し、RPAは特に航空機本体を指す。 
2 本ガイドラインは、主に小型から中型（重量 25kg 以下）の RPASに適用されることを意図している。方

針およびガイドラインには大型 RPAS（重量 25kg 超）に適用されるものも多いが、大型機への適用では新た

に潜在的なリスクを発現させる可能性があり、プロジェクトごとの EIAにより対応すべき特別な管理手続き

が必要となる。 
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的に十分な理解が進んでおらず、生理学的あるいは個体群への長期的影響に関して分かって

いることも限定的である。見かけ上どの程度まで RPAS 運用の影響を受けているかに関し

ては、野生生物の種によって異なり、繁殖段階、局地的条件等、その他多数の要因によって

異なる可能性もある。動物の誇示行動の有無は、必ずしも野生生物への攪乱レベルを明確に

示すものではない。野生生物の上空あるいは近傍での RPAS 運用については、EIA あるい

は許認可手続によって野生生物への攪乱の可能性を考慮し、運用の妥当性を十分に示さなけ

ればならない。 

南極における RPAS 諸局面に対処するガイドラインは、南極観測実施責任者評議会

（COMNAP）から入手可能であり、所管官庁の多数も施策内で RPAS使用に関する実務マ

ニュアルを用意している。RPAS使用者は、重要な追加情報、特に運用および安全面に関し

ては当該ガイドラインを参照されたい。（付録 1参照） 

 

使用前計画および環境影響評価（EIA） 

1．マドリッド議定書および附属書要件 

1.1 南極条約地域で計画されるいかなる活動も、当該活動が南極の環境に与える影響に関

して事前評価を行う際は、マドリッド議定書3附属書Ⅰに示される手順に従うものとす

る。 

1.2 南極での航空機の飛行、着陸は、鳥類およびアザラシ・オットセイの群れを攪乱しな

いように行うこと。ただし、マドリッド議定書4附属書Ⅱに基づき適当な当局により発

給された許可証に従う場合を除く。 

1.3 南極からの廃棄物の除去については、電池、燃料、プラスチック等も含めて附属書Ⅲ5

により義務付けられている。廃棄物の除去については、環境影響評価（EIA）の一環と

して、RPAS が損傷した場合、あるいは行方不明になった場合の緊急時対応策の中で

                                                   
3 マドリッド議定書第 8条に規定される 

4 議定書附属書Ⅱ、第三条に規定される。当該許可証は一定の条件下でのみ発給される 

5 議定書附属書Ⅲ、第二条に規定される 
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考慮すること。 

1.4 南極特別保護地区（ASPA）6へ立ち入る場合には、適当な国家当局から発給される許

可証が必要であり、また ASPAもしくは南極特別管理地区（ASMA）内では RPAS運

用のための特別要件が適用されることがある。ASPAもしくは ASMA内で RPASの運

用を計画している場合は、上空飛行も含め全て、地区毎の ASPAもしくは ASMA管理

計画に従って運用しなければならない。 

 

2. 概論 

2.1 南極での RPAS使用計画にあたっては、本ガイドラインに加え、特に南極条約締結国、

SCAR、および COMNAP作成の勧告、ガイドライン、並びに行動規範を含め、付録 1

に記載される書類の現行承認版、並びに付録 2 記載書類等の近刊学術論文も参考にな

る場合がある。 

2.2 RPAS とその他代替物との環境面での相対的メリット、デメリットを検討し、また、

RPASを使用した場合に受ける恩恵と環境に与える影響とを比較検討しつつ、RPASの

環境特性および計画されている運用地域に示される有用性を検討する。 

2.3 RPAS 運用前に、運用サイトの特殊性を慎重に評価して、その評価を含む詳細な飛行

前計画を立案し、サイトの地形、気象、および環境保全型の運用に影響を与えかねな

い危険要素について正しく理解すること。可能であれば、ソフトウェアツールを使用

したフライト・シミュレーションを行う。 

2.4 飛行計画を作成し、事故あるいは不具合発生時に備え、代替着陸地および墜落時のRPA

回収計画を含めた緊急時対応策を用意する。 

2.5 環境影響評価プロセスおよびミッション計画の一環として、生息する動植物の種、そ

の数または分布もしくはその両方、またその群生を評価するための場所を含め、サイ

                                                   
6 議定書附属書Ⅴに規定される 
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トで影響を受ける可能性がある価値の動態および特殊性を評価する。影響を受けやす

い繁殖期（調査対象種に加え生息の可能性がある全種の繁殖期を含む）はミッション

の時期として避けることも含め、必要に応じて飛行計画を調整し、環境のかく乱の可

能性を最小限にする。 

2.6 RPASの運用を計画しているサイトの近傍に、特別に保護された地域（ASPA、ASMA、

史跡記念物（HSM）、並びに当該地域内のあらゆる特別区域など）あるいは南極条約訪

問者ガイドラインの対象となるサイトがあれば全て把握し、管理計画あるいはサイト

ガイドラインに記述される上空飛行制限規定を順守すること。 

2.7 環境面での影響を受ける可能性がある地域（野生生物群生地、踏圧により影響を受け

る可能性がある大規模植生など）内およびその上空で RPAS運用を計画する前に、EIA

において選択肢及び緊急時対応策を入念に検討する。検討しなかった場合、この地域

が RPAS（を使用する）調査では特に関心の高い地域であると理解されているものの、

ここで行方不明になった RPAの回収は困難もしくは不可能となる。 

2.8 小型ボートもしくは船舶からの RPAS 運用を計画している場合は、船舶の後を飛ぶこ

とが多い鳥類との衝突リスクが高まることを認識する。 

2.9 同一地域において、あるいは長期間に繰り返し、複数回の RPAS 運用が予想される場

合、環境に対して累積的に影響を及ぼす可能性について EIAで検討する。 

 

3. RPASの特性 

3.1 RPAS の機種およびセンサーは慎重に選択し、飛行操作計画の目的を達成するために

最適なものを使用する。可能であれば利用可能な最善の技術を用いて環境への影響を

最小限にする。南極外での試験飛行を行い、選択したもの（異なる飛行高度でのセン

サー性能試験、可能であれば野生生物からより大きく距離をおくことができるような

センサーやレンズの選択など）を検証する。 

3.2 できるだけ騒音レベルが低い RPAモデルを選ぶこと、また例えば、運用サイトに生息
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する可能性がある空中捕食動物に近似しておらず、被食種に脅威を与えないような形、

大きさ、色を持つ RPAモデルを選ぶことを検討し、被食種へのストレスあるいは縄張

り的習性を持つ種による攻撃、またはその両方を最小限にする。 

3.3 システムの機能が停止したり、RPAS が行方不明となったりするリスクを低減するた

め、RPASがしっかりとメンテナンスされ、また正確に動作することを、システム使用

前に確認する。リターントゥホーム／自動帰還（RTH）機能を備えた RPASの使用が

推奨される。ミッション遂行に十分なパワーあるいは燃料であることを確認する。電

動式 RPAS では、バッテリー容量および動作性能を入念にモニターすること。動作性

能は状況により異なる。内燃機関（エンジン）式 RPAS については、燃料漏れがない

こと、燃料キャップが閉まっていることを確認し、燃料の取扱い時および補給時には

最善慣行を使用し、燃料漏れ対策が取られていることを確認する。 

3.4 非在来種の移入リスクを低減するため、RPAS および全ての関連装置および運送用ケ

ースは南極への輸送前に、汚染されていないこと、また土壌、植物、種子、胎芽もしく

は無脊椎動物が付着していないことを確認する。南極内での種の移動リスクを低減す

るため、使用後及び別のサイトでの使用前に RPASおよび関連装置を入念に洗浄する。 

 

4. 運用者の特性 

4.1 RPAS の操縦者は、南極での実地運用開始前に十分な訓練を受け、経験を積んでいな

ければならない。 

4.2 南極での運用前に、使用予定の具体的な機種、モデルおよび観測装置を用いた上、南

極で操作を行う操縦者による様々な状況下での RPAS 試験飛行を実施しなければなら

ない。 

4.3 RPAS は、操縦者及び必要に応じて少なくとも 1 名の観測員で運用しなければならな

い。操縦者は RPAを実地で使用する前に、セクション 1に記載される環境要件、並び

に運用サイトの脆弱性及び潜在的危険要素も含め、計画されているサイトに関する全
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局面を熟知していなければならない。 

 

サイトでの操作および飛行中の操作 

5. 概論 

5.1 操縦者および指定された観測員も、所轄官庁により「目視外（BVLOS）」飛行の許可

を受けている場合を除き、RPAは必ず「目視範囲（VLOS）内」で運用すること。 

5.2 操縦者および指定された観測員は、RPAS 運用中警戒を怠らず、運用地域への野生生

物の進入を監視し、運用開始から終了まで互いに良好なコミュニケーションを維持し

なければならない。 

5.3 ミッションの目的を達成しつつ、飛行操作は妥当な回数および時間で終了すること。 

 

6. 野生生物の上空および近傍での運航 

6.1 RPASの発進・着陸サイトは、地形、およびその他要素（卓越風の風向など）を考慮し

て慎重に選ぶこと。こうした要素は、野生生物からどの程度距離を取れば最適である

かを決めるにあたって影響しうる。可能であれば、RPASの発進/着陸サイトは、（VLOS

内での運用要件に留意の上）野生生物の群生地から見えない風下に位置し、可能な限

り野生生物から遠く離れるよう考慮すること。 

6.2 発進および飛行中に RPAから出る騒音のレベルを考え、発進／着陸サイトおよび飛行

高度を決定・通知する。また地上での騒音に影響する風の状態を考慮すること。 

6.3 可能であれば、不必要に野生生物の上空を飛行せずに目標高度に達するよう考慮する

こと。 

6.4 可能であれば RPAS の運用は、一日もしくは一年のうちで、生息する種への攪乱リス

クを最小限にできるようなタイミングとすることを検討すること。 

6.5 VLOS 運用中、操縦者および指定されたいずれの観測員も、RPAS 運用地域内で動物
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および動物の子を攻撃する可能性がある捕食動物、あるいは RPAを攻撃して衝突する

リスクが高くなるような捕食動物に RPAが接近すること、およびそのような動物の行

動を認識し監視する。捕食動物への接近に気付いた場合、また、そうした動物の行動

が活動許可証で許容範囲とされた攪乱レベルを超えると認められた場合は、RPAS の

運用を修正あるいは停止する。 

6.6 可能な限り、野生生物の上空で不必要にあるいは突然 RPA の方向転換を行わないよ

う、また野生生物の真上や上部から RPAを飛行させないよう検討すること。ミッショ

ンの目的を達成しつつ、可能であれば、格子状の飛行パターンをとる。 

6.7 野生生物の近傍あるいは上空で運用する際は、可能な限り高度を上げた飛行とし必要

以上に高度を下げないこと。野生生物近傍で RPAを運用しなければならない場合、野

生生物への攪乱が最小限となるよう飛行し、飛行中は常に野生生物からの安全距離に

注意し、明らかな攪乱をしないこと。RPAに対する野生生物の反応は、種、繁殖段階、

飛行高度、および RPAが水平方向に近づいてくるのか、あるいは垂直方向か等により

大きく異なる。複数の種が生息する場合は、最大限の用心をし、いずれの距離を取っ

ても、その距離では野生生物への攪乱が認められる場合は、野生生物からさらに離れ

なければならない。 

6.8 操縦者および指定された観測員はいずれの者も、鳥類が巣作りをしている可能性があ

る崖の近傍では特別に注意を払って運用しなければならない。可能であれば、水平方

向に一定の距離を保つ。VLOS 飛行中、操縦者および指定された観測員はいずれも、

野生生物への攪乱（の形跡に）注意し、攪乱に気付いた場合は相互に知らせること。ま

た両者は、野生生物の外見に表れる行動は必ずしも動物が感じているストレスの実レ

ベルを表すものではないことに留意しなければならず、この点については EIAおよび

計画段階においても考慮すべきである。野生生物に対する攪乱が、活動許可証で許容

範囲とされたレベル以上と認められる場合、動物との距離を広げる方が安全であれば、

操縦者は予防措置としてそれを検討し、また攪乱が続く場合は飛行中止を検討する。 
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6.9 野生生物の群生地上空および近傍で BVLOS 飛行を計画する際は、野生生物の行動の

変化の可能性に気付いて操縦者に伝えることができるよう、観測員を近くに配置する

ことができるか検討する。 

 

7 陸上生態系および淡水生態系上空での運用 

7.1 操縦者および観測員は、RPAS 運用地域内にある影響を受けやすい地質学的あるいは

地形学的な特性（地熱環境や、クラストあるいは定積土のように脆弱な表面特徴を持

つものなど）、土壌、河川、湖、および植生のかく乱を最小限とするよう配慮する。ま

た、サイト内を歩くことを含め諸活動の際は、影響を受けやすいサイトを可能な限り

最大限まで回避すること。 

7.2 不案内の地域で計画外の着陸あるいは RPAの回収、またその両方を行う必要が発生し

た場合、操縦者あるいは観測員、またはその両者は特別の注意を払い、野生生物、植生

あるいは土壌等、影響を受けやすいサイト特性への攪乱を最小限にする。 

 

8. 人的側面についての考慮事項 

8.1 可能な限り、史跡記念物（HSM）上空での RPAS運用を回避し、このようなサイトで

RPAが行方不明になるリスクを最小限にする。HSM内で墜落した RPAの回収が必要

であれば、いかなる回収作業であれ、作業の前に適当な当局に通知し助言を受けるこ

と。 

8.2 RPAS の運用者は、南極が他の大陸から遠く離れ、孤立しており、また景観的に配慮

された原生地であるという観点から同地を高く評価している人が多いことを認識しな

ければならない。他者がこうした価値を体験し正しく理解する権利を尊重しなければ

ならず、可能であれば運用（飛行時期・時間、期間、距離など）を調整して、景観を損

ねたり他者の権利を侵害したりしないようにすること、あるいはそれを最小限に抑え

ること。 
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飛行後の措置および報告 

9 措置 

9.1 計画外の不時着あるいは墜落時は、マドリッド議定書（1.3項参照）に従い南極からの

廃棄物の除去義務に留意した上で、以下の条件において RPAを回収すること： 

 安全に RPAの回収ができる。 

 人命、野生生物、あるいは重要な環境的価値が危険にさらされるリスクがある場合。

その場合は所轄官庁に通知し、必要に応じてリスク除去のための緊急手順を取る

こと。 

 RPA を現場に放置するよりもそれを除去する方が、環境に対して影響が小さいと

みられる場合。 

 RPA の不時着あるいは墜落地が立ち入り許可を持っていない ASPA 内ではない場

合。ただし RPAが ASPAの価値を著しく脅かす場合を除く。この場合、所轄官庁

に通知の上、必要に応じてリスク除去のための緊急手順を取ること。 

9.2 行方不明になった RPAが回収できない場合は所轄官庁に通知し、判明している最後の

位置（GPS座標）に関する詳細、および環境への影響の可能性を報告すること。 

 

10. 報告およびガイドラインの更新 

10.1 RPASの飛行前、飛行中、飛行後に動物の反応を観察、記録すること。この作業は、主

に RPA のシステムおよび制御に専念する操縦者よりも指定された観測員が行うこと

が望ましい。 

10.2 活動後の報告は、EIA あるいは活動に関連する許可証、またはその両方に従って作成

しなければならない。環境に与えるあらゆる影響に関する詳細を報告書に含めること

や、将来的にこうした影響をどのように回避することができるかについても検討する

こと。可能であれば、こうした情報の報告には標準フォーマット（例：the COMNAP 

RPAS Operator’s Handbook「COMNAP RPAS運用者ハンドブック」参照）を使用す

ること、また今後 RPAS の環境面における最善慣行を向上させるためにこうした情報
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を利用しやすくすることを検討する。 

10.3 RPAS 運用者は、RPAS が環境に与える影響に関して不確実性を最小限にするよう今

後も調査を行い、定期的にこの調査の見直しをすること。また当該「南極における

RPAS運用に関する環境ガイドライン」最善慣行の修正、改良に役立つよう、こうした

観察記録を文献に掲載すること。 
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